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(57)【要約】
【課題】通信ネットワークにおける輻輳を抑制する通信
システム、端末、方法、プログラム、無線基地局、通信
中継方法、およびプログラムを提供する。
【解決手段】無線基地局１０が、子機通信端末３０から
通信の開始を要求された場合に、親機通信端末２０との
無線ＬＡＮ接続に必要な接続情報を子機通信端末３０に
送信する通信手段１１を含む。子機通信端末３０が、無
線基地局１０から受信した接続情報に基づいて親機通信
端末２０との無線ＬＡＮ接続を行う無線ＬＡＮ通信手段
３２を含む。親機通信端末２０が、無線ＬＡＮのアクセ
スポイントとして子機通信端末３０と無線ＬＡＮ接続し
て子機通信端末３０と無線基地局１０との間の通信を中
継するアクセスポイント動作手段２２と、子機通信端末
３０と無線基地局１０との間の通信の中継において、子
機通信端末３０の通信相手を所定の通信相手に制限する
通信先制限手段２５とを含む。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークに接続された無線基地局と、
　前記無線基地局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして動作可
能である親機通信端末と、
　前記無線基地局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮのアクセスポイントに無線ＬＡＮ
接続可能である子機通信端末とを備え、
　前記無線基地局は、前記子機通信端末から通信の開始を要求された場合に、前記親機通
信端末との無線ＬＡＮ接続に必要な接続情報を前記子機通信端末に送信する通信手段を含
み、
　前記子機通信端末は、前記無線基地局から受信した前記接続情報に基づいて前記親機通
信端末との無線ＬＡＮ接続を行う無線ＬＡＮ通信手段を含み、
　前記親機通信端末は、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして前記子機通信端末と無線Ｌ
ＡＮ接続して前記子機通信端末と前記無線基地局との間の通信を中継するアクセスポイン
ト動作手段と、前記子機通信端末と前記無線基地局との間の通信の中継において、前記子
機通信端末の通信相手を所定の通信相手に制限する通信先制限手段とを含む
　ことを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　前記無線基地局は、前記親機通信端末が無線ＬＡＮのアクセスポイントとして動作する
場合に、前記親機通信端末用の通信リソースを用意する
　請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　前記親機通信端末の前記アクセスポイント動作手段は、所定の数以下の子機通信端末と
無線ＬＡＮ接続する
　請求項１または請求項２に記載の通信システム。
【請求項４】
　通信ネットワークに接続された当該無線基地局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮの
アクセスポイントに無線ＬＡＮ接続可能である子機通信端末から通信の開始を要求された
場合に、当該無線基地局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして
動作可能である親機通信端末との無線ＬＡＮ接続に必要な接続情報を前記子機通信端末に
送信する通信手段を備え、
　前記接続情報は、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして前記子機通信端末と無線ＬＡＮ
接続して前記子機通信端末と当該無線基地局との間の通信を中継するアクセスポイント動
作手段と、前記子機通信端末と当該無線基地局との間の通信の中継において、前記子機通
信端末の通信相手を所定の通信相手に制限する通信先制限手段とを含む前記親機通信端末
との無線ＬＡＮ接続に必要な情報を含む
　ことを特徴とする無線基地局。
【請求項５】
　無線ＬＡＮのアクセスポイントとして子機通信端末と無線ＬＡＮ接続して、通信ネット
ワークに接続された無線基地局と前記子機通信端末との間の通信を中継するアクセスポイ
ント動作手段と、
　前記無線基地局と前記子機通信端末との間の通信の中継において、前記子機通信端末の
通信相手を所定の通信相手に制限する通信先制限手段とを含む
　ことを特徴とする通信端末。
【請求項６】
　通信ネットワークに接続された無線基地局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮのアク
セスポイントに無線ＬＡＮ接続可能であり、
　前記無線基地局から受信した無線ＬＡＮ接続に必要な接続情報に基づいて無線ＬＡＮの
アクセスポイントとの無線ＬＡＮ接続を行う無線ＬＡＮ通信手段を含み、
　前記無線ＬＡＮ通信手段は、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして当該通信端末と無線
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ＬＡＮ接続して当該通信端末と前記無線基地局との間の通信を中継するアクセスポイント
動作手段、および当該通信端末と前記無線基地局との間の通信の中継において、当該通信
端末の通信相手を所定の通信相手に制限する通信先制限手段を含む親機通信端末に、前記
接続情報に基づいて無線ＬＡＮ接続する
　ことを特徴とする通信端末。
【請求項７】
　通信ネットワークに接続された当該無線基地局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮの
アクセスポイントに無線ＬＡＮ接続可能である子機通信端末から通信の開始を要求された
場合に、当該無線基地局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして
動作可能である親機通信端末との無線ＬＡＮ接続に必要な接続情報を前記子機通信端末に
送信する通信ステップを含み、
　前記接続情報は、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして前記子機通信端末と無線ＬＡＮ
接続して前記子機通信端末と当該無線基地局との間の通信を中継するアクセスポイント動
作手段と、前記子機通信端末と当該無線基地局との間の通信の中継において、前記子機通
信端末の通信相手を所定の通信相手に制限する通信先制限手段とを含む前記親機通信端末
との無線ＬＡＮ接続に必要な情報を含む
　ことを特徴とする通信方法。
【請求項８】
　無線ＬＡＮのアクセスポイントとして子機通信端末と無線ＬＡＮ接続して、通信ネット
ワークに接続された無線基地局と前記子機通信端末と前記無線基地局との間の通信を中継
するアクセスポイント動作ステップと、
　前記無線基地局と前記子機通信端末との間の通信の中継において、前記子機通信端末の
通信相手を所定の通信相手に制限する通信先制限ステップとを含む
　ことを特徴とする通信中継方法。
【請求項９】
　コンピュータに、
　通信ネットワークに接続された当該無線基地局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮの
アクセスポイントに無線ＬＡＮ接続可能である子機通信端末から通信の開始を要求された
場合に、当該無線基地局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして
動作可能である親機通信端末との無線ＬＡＮ接続に必要な接続情報を前記子機通信端末に
送信する通信処理を実行させ、
　前記接続情報は、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして前記子機通信端末と無線ＬＡＮ
接続して前記子機通信端末と当該無線基地局との間の通信を中継するアクセスポイント動
作手段と、前記子機通信端末と当該無線基地局との間の通信の中継において、前記子機通
信端末の通信相手を所定の通信相手に制限する通信先制限手段とを含む前記親機通信端末
との無線ＬＡＮ接続に必要な情報を含む
　ための通信プログラム。
【請求項１０】
　コンピュータに、
　無線ＬＡＮのアクセスポイントとして子機通信端末と無線ＬＡＮ接続して、通信ネット
ワークに接続された無線基地局と前記子機通信端末と前記無線基地局との間の通信を中継
するアクセスポイント動作処理と、
　前記無線基地局と前記子機通信端末との間の通信の中継において、前記子機通信端末の
通信相手を所定の通信相手に制限する通信先制限処理とを実行させる
　ための通信中継プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、通信ネットワークにおける輻輳を抑制する通信システム、端末、方法、プログ
ラム、無線基地局、通信中継方法、およびプログラムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　携帯通信端末の普及によって、外出先において、携帯通信ネットワークを介して電子メ
ールを送受信したり、ウェブページを閲覧したりして、情報を送受信することが可能にな
っている。そして、地震等の災害発生時には、多数の携帯通信端末によって情報の送受信
が試みられる。すると、携帯通信ネットワークや、当該携帯通信ネットワークと接続され
たインターネットの通信量が増大して、当該携帯通信ネットワークやインターネットが輻
輳状態になる。
【０００３】
　そこで、特許文献１には、地震発生時に、携帯通信端末を、危険予定地域の中心地から
より離れた距離にある周辺の無線基地局にハンドオーバさせて、危険予定地域における輻
輳を回避する方法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－６０５８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　携帯通信端末と無線基地局との間の通信可能距離は数百ｍ～数ｋｍである。そうすると
、特許文献１に記載された方法によって携帯通信端末を危険予定地域外の無線基地局にハ
ンドオーバさせた場合であっても、広範囲に及ぶ災害時には被災地外の無線基地局に携帯
通信端末をハンドオーバさせることはできない。したがって、携帯通信ネットワークにお
ける輻輳を抑制することは困難である。
【０００６】
　そこで、本発明は、通信ネットワークにおける輻輳を抑制する通信システム、端末、方
法、プログラム、無線基地局、通信中継方法、およびプログラムを提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明による通信システムは、通信ネットワークに接続された無線基地局と、無線基地
局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして動作可能である親機通
信端末と、無線基地局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮのアクセスポイントに無線Ｌ
ＡＮ接続可能である子機通信端末とを備え、無線基地局は、子機通信端末から通信の開始
を要求された場合に、親機通信端末との無線ＬＡＮ接続に必要な接続情報を子機通信端末
に送信する通信手段を含み、子機通信端末は、無線基地局から受信した接続情報に基づい
て親機通信端末との無線ＬＡＮ接続を行う無線ＬＡＮ通信手段を含み、親機通信端末は、
無線ＬＡＮのアクセスポイントとして子機通信端末と無線ＬＡＮ接続して子機通信端末と
無線基地局との間の通信を中継するアクセスポイント動作手段と、子機通信端末と無線基
地局との間の通信の中継において、子機通信端末の通信相手を所定の通信相手に制限する
通信先制限手段とを含むことを特徴とする。
【０００８】
　本発明による無線基地局は、通信ネットワークに接続された当該無線基地局と通信可能
であり、かつ、無線ＬＡＮのアクセスポイントに無線ＬＡＮ接続可能である子機通信端末
から通信の開始を要求された場合に、当該無線基地局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡ
Ｎのアクセスポイントとして動作可能である親機通信端末との無線ＬＡＮ接続に必要な接
続情報を子機通信端末に送信する通信手段を備え、接続情報は、無線ＬＡＮのアクセスポ
イントとして子機通信端末と無線ＬＡＮ接続して子機通信端末と当該無線基地局との間の
通信を中継するアクセスポイント動作手段と、子機通信端末と当該無線基地局との間の通
信の中継において、子機通信端末の通信相手を所定の通信相手に制限する通信先制限手段
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とを含む親機通信端末との無線ＬＡＮ接続に必要な情報を含むことを特徴とする。
【０００９】
　本発明による通信端末は、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして子機通信端末と無線Ｌ
ＡＮ接続して、通信ネットワークに接続された無線基地局と子機通信端末との間の通信を
中継するアクセスポイント動作手段と、無線基地局と子機通信端末との間の通信の中継に
おいて、子機通信端末の通信相手を所定の通信相手に制限する通信先制限手段とを含むこ
とを特徴とする。
【００１０】
　本発明による他の態様の通信端末は、通信ネットワークに接続された無線基地局と通信
可能であり、かつ、無線ＬＡＮのアクセスポイントに無線ＬＡＮ接続可能であり、無線基
地局から受信した無線ＬＡＮ接続に必要な接続情報に基づいて無線ＬＡＮのアクセスポイ
ントとの無線ＬＡＮ接続を行う無線ＬＡＮ通信手段を含み、無線ＬＡＮ通信手段は、無線
ＬＡＮのアクセスポイントとして当該通信端末と無線ＬＡＮ接続して当該通信端末と無線
基地局との間の通信を中継するアクセスポイント動作手段、および当該通信端末と無線基
地局との間の通信の中継において、当該通信端末の通信相手を所定の通信相手に制限する
通信先制限手段を含む親機通信端末に、接続情報に基づいて無線ＬＡＮ接続することを特
徴とする。
【００１１】
　本発明による通信方法は、通信ネットワークに接続された当該無線基地局と通信可能で
あり、かつ、無線ＬＡＮのアクセスポイントに無線ＬＡＮ接続可能である子機通信端末か
ら通信の開始を要求された場合に、当該無線基地局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮ
のアクセスポイントとして動作可能である親機通信端末との無線ＬＡＮ接続に必要な接続
情報を子機通信端末に送信する通信ステップを含み、接続情報は、無線ＬＡＮのアクセス
ポイントとして子機通信端末と無線ＬＡＮ接続して子機通信端末と当該無線基地局との間
の通信を中継するアクセスポイント動作手段と、子機通信端末と当該無線基地局との間の
通信の中継において、子機通信端末の通信相手を所定の通信相手に制限する通信先制限手
段とを含む親機通信端末との無線ＬＡＮ接続に必要な情報を含むことを特徴とする。
【００１２】
　本発明による通信中継方法は、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして子機通信端末と無
線ＬＡＮ接続して、通信ネットワークに接続された無線基地局と子機通信端末と無線基地
局との間の通信を中継するアクセスポイント動作ステップと、無線基地局と子機通信端末
との間の通信の中継において、子機通信端末の通信相手を所定の通信相手に制限する通信
先制限ステップとを含むことを特徴とする。
【００１３】
　本発明による通信プログラムは、コンピュータに、通信ネットワークに接続された当該
無線基地局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮのアクセスポイントに無線ＬＡＮ接続可
能である子機通信端末から通信の開始を要求された場合に、当該無線基地局と通信可能で
あり、かつ、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして動作可能である親機通信端末との無線
ＬＡＮ接続に必要な接続情報を子機通信端末に送信する通信処理を実行させ、接続情報は
、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして子機通信端末と無線ＬＡＮ接続して子機通信端末
と当該無線基地局との間の通信を中継するアクセスポイント動作手段と、子機通信端末と
当該無線基地局との間の通信の中継において、子機通信端末の通信相手を所定の通信相手
に制限する通信先制限手段とを含む親機通信端末との無線ＬＡＮ接続に必要な情報を含む
ことを特徴とする。
【００１４】
　本発明による通信中継プログラムは、コンピュータに、無線ＬＡＮのアクセスポイント
として子機通信端末と無線ＬＡＮ接続して、通信ネットワークに接続された無線基地局と
子機通信端末と無線基地局との間の通信を中継するアクセスポイント動作処理と、無線基
地局と子機通信端末との間の通信の中継において、子機通信端末の通信相手を所定の通信
相手に制限する通信先制限処理とを実行させることを特徴とする。
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【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、通信ネットワークにおける輻輳を良好に抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施形態の携帯通信システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態の携帯通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図３】本発明の第１の実施形態の通信システムの構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
実施形態１．
　本発明の第１の実施形態の携帯通信システム１００について、図面を参照して説明する
。図１は、本発明の第１の実施形態の携帯通信システム１００の構成例を示すブロック図
である。図１に示すように、本発明の第１の実施形態の通信システム１００は、無線基地
局１１０、親機携帯通信端末１２０、および子機携帯通信端末１３０を含む。親機携帯通
信端末１２０および子機携帯通信端末１３０は、例えば、携帯電話機である。
【００１８】
　無線基地局１１０は、携帯通信ネットワーク１４０に接続されている。携帯通信ネット
ワーク１４０には、ウェブサーバ１６０が接続されたインターネット１５０や電子メール
サーバ１７０が接続されている。
【００１９】
　図１に示すように、無線基地局１１０は、通信部１１１および制御部１１２を含む。通
信部１１１は、制御部１１２の制御に従って、親機携帯通信端末１２０および子機携帯通
信端末１３０による携帯通信ネットワーク１４０を介した通信を中継する。制御部１１２
は、例えば、プログラム制御に従って処理を実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）であり、通信部１１１を制御する。
【００２０】
　親機携帯通信端末１２０は、主通信部１２１、ＡＰ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ：アク
セスポイント）機能部１２２、操作部１２３、表示部１２４、および制御部１２５を含む
。また、子機携帯通信端末１３０は、主通信部１３１、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅ
ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）通信部１３２、操作部１３３、表示部１３４、および制御部１３５
を含む。
【００２１】
　主通信部１２１，１３１は、例えば、携帯電話通信の規格に基づいて、無線基地局１１
０と通信を行う機能を有する。
【００２２】
　ＡＰ機能部１２２は、例えば、ＩＥＥＥ（Ｔｈｅ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅ
ｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ，　Ｉｎｃ．）
によって定められたＩＥＥＥ８０２．１１等の無線ＬＡＮ通信規格におけるアクセスポイ
ントとして親機携帯通信端末１２０を動作させるためのアクセスポイント機能を有する。
無線ＬＡＮ通信部１３２は、無線ＬＡＮ通信規格に基づいて、アクセスポイントと情報を
送受信する機能を有する。
【００２３】
　操作部１２３，１３３は、例えば、操作ボタンであり、情報を入力する。表示部１２４
，１３４は、例えば、液晶ディスプレイであり、情報を表示する。なお、操作部１２３，
１３３と表示部１２４，１３４とは、例えば、液晶タッチパネルであってもよい。制御部
１２５，１３５は、例えば、プログラム制御に従って処理を実行するＣＰＵであり、親機
携帯通信端末１２０，子機携帯通信端末１３０の各部を制御する。
【００２４】
　親機携帯通信端末１２０および子機携帯通信端末１３０の主通信部１２１，１３１は、
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使用者によって操作部１２３，１３３になされた操作に応じて、無線基地局１１０と通信
を行う。そして、主通信部１２１，１３１は、例えば、無線基地局１１０および携帯通信
ネットワーク１４０を介して、ウェブサーバ１６０や電子メールサーバ１７０、他の携帯
通信端末（図示せず）等と情報を送受信する。親機携帯通信端末１２０の使用者および子
機携帯通信端末１３０の使用者は、主通信部１２１，１３１が通信を行うことによって、
様々なサービスの提供を受けることができる。具体的には、使用者は、例えば、携帯通信
ネットワーク１４０を介して、通話をしたり、ウェブサーバ１６０が提供するウェブペー
ジを閲覧したり、電子メールサーバ１７０を介して電子メールを送受信したりすることが
可能になる。
【００２５】
　また、親機携帯通信端末１２０のＡＰ機能部１２２が起動しているときに、当該親機携
帯通信端末１２０は、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして動作する。そして、子機携帯
通信端末１３０は、親機携帯通信端末１２０のＡＰ機能部１２２が起動しているときに、
親機携帯通信端末１２０と無線ＬＡＮ接続して、当該親機携帯通信端末１２０を介して無
線基地局１１０と通信を行うことが可能である。したがって、子機携帯通信端末１３０は
、親機携帯通信端末１２０、無線基地局１１０および携帯通信ネットワーク１４０を介し
て、ウェブサーバ１６０や電子メールサーバ１７０、他の携帯通信端末（図示せず）等と
情報を送受信することが可能である。
【００２６】
　次に、本発明の第１の実施形態の携帯通信システム１００の動作について説明する。図
２は、本発明の第１の実施形態の携帯通信システム１００の動作を示すシーケンス図であ
る。
【００２７】
　まず、親機携帯通信端末１２０の主通信部１２１は、無線基地局１１０に、自端末がＡ
Ｐ機能を有することを示し、自端末を他端末から識別する識別情報を含む親機無線接続要
求を送信する（ステップＳ１０１）。親機携帯通信端末１２０の主通信部１２１は、親機
無線接続要求を、使用者によって操作部１２３に所定の操作がなされたときに送信しても
よいし、所定のタイミングで自動的に送信してもよい。具体的には、親機携帯通信端末１
２０の主通信部１２１が親機無線接続要求を送信するタイミングは、例えば、使用者によ
って操作部１２３に所定の操作がなされたときであってもよいし、緊急地震速報を受信し
たとき等の所定のタイミングであってもよい。また、識別情報は、例えば、ＩＭＥＩ（Ｉ
ｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）や
携帯電話番号等である。
【００２８】
　無線基地局１１０の制御部１１２は、通信部１１１が親機無線接続要求を受信した場合
に、当該通信部１１１に親機携帯通信端末１２０へ無線接続許可情報を返信させる（ステ
ップＳ１０２）。
【００２９】
　無線接続許可情報について説明する。無線接続許可情報とは、送信先の携帯通信端末で
ある親機携帯通信端末１２０を介した所定の通信相手との優先的な通信を許可することを
示す情報である。具体的には、無線接続許可情報は、例えば、ＡＰ機能起動指示情報と相
手先情報と接続情報とを含む。ＡＰ機能起動指示情報とは、無線接続許可情報を受信した
携帯通信端末である親機携帯通信端末１２０に、ＡＰ機能の起動の指示を示す情報である
。相手先情報とは、親機携帯通信端末１２０を介した情報の送受信が可能な通信相手を示
す情報である。具体的には、相手先情報は、例えば、電子メールサーバ１７０や、災害時
等に用いられる安否確認システムのサーバ、災害情報を提供するサーバ等のＩＰアドレス
を示す情報である。
【００３０】
　接続情報とは、親機携帯通信端末１２０がＡＰ機能を起動してアクセスポイントとして
動作する場合に用いられる情報である。具体的には、接続情報は、例えば、ＳＳＩＤ（Ｓ
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ｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｅｒ）を示す情報である。
【００３１】
　無線基地局１１０には、無線接続許可情報が、例えば、災害時等に携帯電話通信サービ
スの事業者から携帯通信ネットワーク１４０を介して提供されてもよいし、記憶手段（図
示せず）に予め記憶されていてもよい。
【００３２】
　また、無線基地局１１０は、親機携帯通信端末１２０と通信を行うための通信リソース
を確保する（ステップＳ１０３）。親機携帯通信端末１２０と通信を行うための通信リソ
ースとは、具体的には、例えば、親機携帯通信端末１２０との通信用の無線チャネル等で
ある。
【００３３】
　親機携帯通信端末１２０の制御部１２５は、主通信部１２１が無線接続許可情報を受信
した場合に、当該無線接続許可情報に含まれるＡＰ機能起動指示情報に応じて、ＡＰ機能
部１２２にＡＰ機能を起動させる（ステップＳ１０４）。すると、親機携帯通信端末１２
０は、無線接続許可情報に含まれる接続情報によって示されるＳＳＩＤの無線ＬＡＮのア
クセスポイントとして動作開始する。
【００３４】
　子機携帯通信端末１３０の主通信部１３１は、無線基地局１１０に、自端末がＳＴＡ（
Ｓｔａｔｉｏｎ）機能を有することを示し、自端末を他端末から識別する識別情報を含む
子機無線接続要求を送信する（ステップＳ１０５）。なお、ＳＴＡ機能とは、無線ＬＡＮ
通信規格に基づいて、アクセスポイントと通信を行う機能である。子機携帯通信端末１３
０の主通信部１３１は、子機無線接続要求を、使用者によって操作部１３３に所定の操作
がなされたときに送信してもよいし、所定のタイミングで自動的に送信してもよい。具体
的には、子機携帯通信端末１３０の主通信部１３１が子機無線接続要求を送信するタイミ
ングは、例えば、使用者によって操作部１３３に所定の操作がなされたときであってもよ
いし、緊急地震速報を受信したとき等の所定のタイミングであってもよい。また、識別情
報は、例えば、ＩＭＥＩや携帯電話番号等である。
【００３５】
　無線基地局１１０の制御部１１２は、通信部１１１が子機無線接続要求を受信した場合
に、当該通信部１１１に子機携帯通信端末１３０へ無線接続拒否情報を返信させる（ステ
ップＳ１０６）。
【００３６】
　無線接続拒否情報について説明する。無線接続拒否情報とは、送信先の携帯通信端末で
ある子機携帯通信端末１３０に、無線基地局１１０との直接の通信を拒否し、親機携帯通
信端末１２０を介した所定の通信相手との優先的な通信を許可することを示す情報である
。具体的には、無線接続拒否情報は、例えば、ＳＴＡ機能起動指示情報と接続情報とを含
む。ＳＴＡ機能起動指示情報とは、無線接続拒否情報を受信した携帯通信端末である子機
携帯通信端末１３０に、ＳＴＡ機能の起動の指示を示す情報である。接続情報とは、子機
携帯通信端末１３０がＳＴＡ機能を起動してアクセスポイントに無線ＬＡＮ接続を行う場
合に用いられる情報である。具体的には、ＳＴＡ機能起動指示情報は、例えば、親機携帯
通信端末１２０のＳＳＩＤを示す情報である。
【００３７】
　例えば、無線基地局１１０には、無線接続拒否情報が、災害時等に携帯電話通信サービ
スの事業者から携帯通信ネットワーク１４０を介して提供されてもよいし、記憶手段に予
め記憶されていてもよい。
【００３８】
　子機携帯通信端末１３０の制御部１３５は、主通信部１３１が無線基地局１１０から送
信された無線接続拒否情報を受信した場合に、無線ＬＡＮ通信部１３２にＳＴＡ機能を起
動させる（ステップＳ１０７）。すると、子機携帯通信端末１３０の無線ＬＡＮ通信部１
３２は、無線接続拒否情報に含まれている接続情報によって示されるＳＳＩＤのアクセス



(9) JP 2016-5156 A 2016.1.12

10

20

30

40

50

ポイントに無線ＬＡＮ接続を要求する（ステップＳ１０８）。具体的には、子機携帯通信
端末１３０の無線ＬＡＮ通信部１３２は、ステップＳ１０８の処理で、アクセスポイント
をスキャンし、接続情報によって示されるＳＳＩＤのアクセスポイントに無線ＬＡＮ接続
を要求する。
【００３９】
　親機携帯通信端末１２０のＡＰ機能部１２２は、ステップＳ１０８の処理における子機
携帯通信端末１３０からの無線ＬＡＮ接続要求に応じて無線ＬＡＮ接続処理を行う（ステ
ップＳ１０９）。なお、親機携帯通信端末１２０のＡＰ機能部１２２は、ステップＳ１０
７における無線ＬＡＮ接続処理で、認証処理を行わない。認証処理を行わないことにより
、子機携帯通信端末１３０がより容易に親機携帯通信端末１２０を介した通信を行うこと
ができる。
【００４０】
　なお、無線基地局１１０の通信部１１１は、ステップＳ１０２の処理で、予め決められ
たＳＳＩＤを示す接続情報を含む無線接続許可情報を親機携帯通信端末１２０に送信する
。また、無線基地局１１０の通信部１１１は、ステップＳ１０６の処理で、予め決められ
たＳＳＩＤを示す接続情報を含む無線接続拒否情報を子機携帯通信端末１３０に送信する
。そして、子機携帯通信端末１３０の制御部１３５は、接続情報が示すＳＳＩＤと、ステ
ップＳ１０８の処理でスキャンして検出したＳＳＩＤとを表示部１３４に表示させる。す
ると、子機携帯通信端末１３０の使用者が、表示部１３４における表示に応じて操作部１
３３を操作し、当該子機携帯通信端末１３０を接続情報が示すＳＳＩＤの親機携帯通信端
末１２０に無線ＬＡＮ接続させることができる。
【００４１】
　なお、子機携帯通信端末１３０の制御部１３５は、接続情報が示すＳＳＩＤと合致する
ＳＳＩＤをステップＳ１０８の処理でスキャンして検出した場合に、以下のような処理を
行ってもよい。すなわち、子機携帯通信端末１３０の制御部１３５は、接続情報が示すＳ
ＳＩＤのアクセスポイント（つまり親機携帯通信端末１２０）に無線ＬＡＮ接続する。そ
のような構成によれば、子機携帯通信端末１３０を親機携帯通信端末１２０に自動的に無
線ＬＡＮ接続させることができる。また、認証処理が行われないので、携帯電話通信サー
ビスの各事業者が同じＳＳＩＤを接続情報に用いた場合には、事業者の枠を越えて子機携
帯通信端末１３０を親機携帯通信端末１２０に無線ＬＡＮ接続させることができる。事業
者の枠を越えた無線ＬＡＮ接続は、例えば、災害時に特に有効である。
【００４２】
　親機携帯通信端末１２０の制御部１２５は、ＡＰ機能部１２２が子機携帯通信端末１３
０との無線ＬＡＮ接続に成功した場合に、当該ＡＰ機能部１２２および主通信部１２１に
、無線基地局１１０と子機携帯通信端末１３０との間の通信の中継を行わせる。すると、
子機携帯通信端末１３０は、無線基地局１１０との間の通信を親機携帯通信端末１２０を
介して行う（ステップＳ１１０）。なお、親機携帯通信端末１２０の制御部１２５は、無
線基地局１１０と子機携帯通信端末１３０との間の通信における通信相手を、無線接続許
可情報に含まれる相手先情報によって示されるＩＰアドレスの通信相手に制限する。具体
的には、例えば、制御部１２５は、ＡＰ機能部１２２に、相手先情報によって示されるＩ
Ｐアドレス以外の宛先に子機携帯通信端末１３０が送信したパケットをブロックさせる。
そのような構成によれば、子機携帯通信端末１３０による通信量の増大を良好に抑制する
ことができる。したがって、携帯通信ネットワーク１４０やインターネット１５０の輻輳
を良好に抑制することができる。また、相手先情報によって、電子メールサーバ１７０や
、災害時等に用いられる安否確認システムのサーバ、災害情報を提供するサーバ等のＩＰ
アドレスが示されている場合には、子機携帯通信端末１３０に、災害時に必要な情報を提
供することができる。つまり、携帯通信ネットワーク１４０やインターネット１５０の輻
輳を良好に抑制しつつ、子機携帯通信端末１３０に、必要な情報を提供することができる
。
【００４３】
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　また、親機携帯通信端末１２０を介する子機携帯通信端末１３０と無線基地局１１０と
の間の通信には、ステップＳ１０３の処理で確保された通信リソースが用いられる。その
ような処理によれば、子機携帯通信端末１３０は、親機携帯通信端末１２０を経由すれば
無線基地局１１０と確実に通信を行うことができる。なお、子機携帯通信端末１３０と無
線基地局１１０との間の通信が親機携帯通信端末１２０を介して行われる場合に、親機携
帯通信端末１２０の主通信部１２１は、例えば、無線基地局１１０に識別情報を送信する
。そして、無線基地局１１０は、親機携帯通信端末１２０から送信された識別情報に基づ
いて、ステップＳ１０３の処理で確保した通信リソースを用いて当該親機携帯通信端末１
２０を介して子機携帯通信端末１３０と通信を行う。
【００４４】
　なお、子機携帯通信端末１３０の主通信部１３１は、ステップＳ１０８の処理で無線Ｌ
ＡＮ通信部１３２がアクセスポイントをスキャンしても接続情報によって示されるＳＳＩ
Ｄのアクセスポイントを発見できなかった場合に、以下の処理を行う。すなわち、子機携
帯通信端末１３０の主通信部１３１は、接続情報によって示されるＳＳＩＤのアクセスポ
イントを発見できなかった旨を無線基地局１１０に通知する。そして、無線基地局１１０
は、子機携帯通信端末１３０から子機無線接続要求を再度受信した場合に、当該子機携帯
通信端末１３０との直接通信に通信リソースを割り当てる。
【００４５】
　また、親機携帯通信端末１２０に無線ＬＡＮ接続する通信端末の数が増加した場合に、
親機携帯通信端末１２０と各通信端末との間の帯域がそれぞれ狭くなり、無線ＬＡＮにお
ける輻輳が生じうる。そこで、親機携帯通信端末１２０の制御部１２５は、無線ＬＡＮ接
続した通信端末のそれぞれが十分な帯域で通信を行うことができるように、ＡＰ機能部１
２２に、無線ＬＡＮ接続する通信端末の数を制限させてもよい。そのような処理によれば
、無線ＬＡＮにおける輻輳を良好に抑制することができる。
【００４６】
　なお、親機携帯通信端末１２０に無線ＬＡＮ接続する通信端末の数を制限することによ
り、アクセスポイントに無線ＬＡＮ接続できない通信端末が生じうる。そこで、そのよう
な通信端末が他の親機携帯通信端末を介して無線基地局１１０と通信を行うことができる
ようにするために、無線基地局１１０は、通信圏内の各親機携帯通信端末にＡＰ機能を起
動することを要求してもよい。
【００４７】
　本実施形態によれば、ＡＰ機能を有する親機携帯通信端末１２０が、無線ＬＡＮのアク
セスポイントとして動作し、子機携帯通信端末１３０が、親機携帯通信端末１２０を介し
て無線基地局１１０と通信を行う。そして、親機携帯通信端末１２０は、当該通信を所定
の通信相手との通信に制限する。したがって、子機携帯通信端末１３０の通信量の増大を
良好に抑制することができるので、携帯通信ネットワーク１４０やインターネット１５０
における輻輳を良好に抑制することができる。
実施形態２．
　次に、本発明の第２の実施形態の通信システム１について、図面を参照して説明する。
図３は、本発明の第１の実施形態の通信システム１の構成例を示すブロック図である。図
１に示すように、本発明の第１の実施形態の通信システム１は、無線基地局１０、親機通
信端末２０、および子機通信端末３０を含む。
【００４８】
　図３に示すように、無線基地局１０は、通信ネットワーク４０（図１に示す携帯通信ネ
ットワーク１４０に相当）に接続されている。そして、無線基地局１０は、図３に示すよ
うに、子機通信端末３０から通信の開始を要求された場合に、親機通信端末２０との無線
ＬＡＮ接続に必要な接続情報を子機通信端末３０に送信する通信手段１１を含む。
【００４９】
　また、子機通信端末３０は、無線基地局１０と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮのア
クセスポイントに無線ＬＡＮ接続可能である。そして、子機通信端末３０は、図３に示す
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ように、無線基地局１０から受信した接続情報に基づいて親機通信端末２０との無線ＬＡ
Ｎ接続を行う無線ＬＡＮ通信手段３２を含む。
【００５０】
　親機通信端末２０は、無線基地局１０と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮのアクセス
ポイントとして動作可能である。そして、親機通信端末２０は、図３に示すように、無線
ＬＡＮのアクセスポイントとして子機通信端末３０と無線ＬＡＮ接続して子機通信端末３
０と無線基地局１０との間の通信を中継するアクセスポイント動作手段２２（図１に示す
ＡＰ機能部１２２に相当）と、子機通信端末３０と無線基地局１０との間の通信の中継に
おいて、子機通信端末３０の通信相手を所定の通信相手に制限する通信先制限手段２５（
図１に示すＡＰ機能部１２２および制御部１２５に相当）とを含む。
【００５１】
　本実施形態によれば、ＡＰ機能を有する親機通信端末２０が、無線ＬＡＮのアクセスポ
イントとして動作し、子機通信端末３０が、親機通信端末２０を介して無線基地局１０と
通信を行う。そして、親機通信端末２０の通信先制限手段２５が、当該通信を所定の通信
相手との通信に制限する。したがって、子機通信端末３０の通信量の増大を良好に抑制す
ることができるので、通信ネットワーク４０等における輻輳を良好に抑制することができ
る。
【００５２】
　上記の実施形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には
限られない。
【００５３】
　（付記１）
通信ネットワークに接続された無線基地局と、前記無線基地局と通信可能であり、かつ、
無線ＬＡＮのアクセスポイントとして動作可能である親機通信端末と、前記無線基地局と
通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮのアクセスポイントに無線ＬＡＮ接続可能である子機
通信端末とを備え、前記無線基地局は、前記子機通信端末から通信の開始を要求された場
合に、前記親機通信端末との無線ＬＡＮ接続に必要な接続情報を前記子機通信端末に送信
する通信手段を含み、前記子機通信端末は、前記無線基地局から受信した前記接続情報に
基づいて前記親機通信端末との無線ＬＡＮ接続を行う無線ＬＡＮ通信手段を含み、前記親
機通信端末は、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして前記子機通信端末と無線ＬＡＮ接続
して前記子機通信端末と前記無線基地局との間の通信を中継するアクセスポイント動作手
段と、前記子機通信端末と前記無線基地局との間の通信の中継において、前記子機通信端
末の通信相手を所定の通信相手に制限する通信先制限手段とを含むことを特徴とする通信
システム。
【００５４】
　（付記２）
前記無線基地局は、前記親機通信端末が無線ＬＡＮのアクセスポイントとして動作する場
合に、前記親機通信端末用の通信リソースを用意する付記１に記載の通信システム。
【００５５】
　（付記３）
前記親機通信端末の前記アクセスポイント動作手段は、所定の数以下の子機通信端末と無
線ＬＡＮ接続する付記１または付記２に記載の通信システム。
【００５６】
　（付記４）
前記無線基地局の前記通信手段が送信する前記接続情報は前記親機通信端末のＳＳＩＤを
示し、前記子機通信端末の前記無線ＬＡＮ通信手段は、アクセスポイントをスキャンして
前記接続情報が示すＳＳＩＤのアクセスポイントに無線ＬＡＮ接続する付記１から付記３
のうちいずれかに記載の通信システム。
【００５７】
　（付記５）
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前記子機通信端末の前記無線ＬＡＮ通信手段は、前記無線基地局から受信した前記接続情
報が示すＳＳＩＤと合致するＳＳＩＤのアクセスポイントを検出した場合に、前記アクセ
スポイントに自動的に無線ＬＡＮ接続する付記４に記載の通信システム。
【００５８】
　（付記６）
通信ネットワークに接続された当該無線基地局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮのア
クセスポイントに無線ＬＡＮ接続可能である子機通信端末から通信の開始を要求された場
合に、当該無線基地局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして動
作可能である親機通信端末との無線ＬＡＮ接続に必要な接続情報を前記子機通信端末に送
信する通信手段を備え、前記接続情報は、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして前記子機
通信端末と無線ＬＡＮ接続して前記子機通信端末と当該無線基地局との間の通信を中継す
るアクセスポイント動作手段と、前記子機通信端末と当該無線基地局との間の通信の中継
において、前記子機通信端末の通信相手を所定の通信相手に制限する通信先制限手段とを
含む前記親機通信端末との無線ＬＡＮ接続に必要な情報を含むことを特徴とする無線基地
局。
【００５９】
　（付記７）
無線ＬＡＮのアクセスポイントとして子機通信端末と無線ＬＡＮ接続して、通信ネットワ
ークに接続された無線基地局と前記子機通信端末との間の通信を中継するアクセスポイン
ト動作手段と、前記無線基地局と前記子機通信端末との間の通信の中継において、前記子
機通信端末の通信相手を所定の通信相手に制限する通信先制限手段とを含むことを特徴と
する通信端末。
【００６０】
　（付記８）
通信ネットワークに接続された無線基地局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮのアクセ
スポイントに無線ＬＡＮ接続可能であり、前記無線基地局から受信した無線ＬＡＮ接続に
必要な接続情報に基づいて無線ＬＡＮのアクセスポイントとの無線ＬＡＮ接続を行う無線
ＬＡＮ通信手段を含み、前記無線ＬＡＮ通信手段は、無線ＬＡＮのアクセスポイントとし
て当該通信端末と無線ＬＡＮ接続して当該通信端末と前記無線基地局との間の通信を中継
するアクセスポイント動作手段、および当該通信端末と前記無線基地局との間の通信の中
継において、当該通信端末の通信相手を所定の通信相手に制限する通信先制限手段を含む
親機通信端末に、前記接続情報に基づいて無線ＬＡＮ接続することを特徴とする通信端末
。
【００６１】
　（付記９）
通信ネットワークに接続された当該無線基地局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮのア
クセスポイントに無線ＬＡＮ接続可能である子機通信端末から通信の開始を要求された場
合に、当該無線基地局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして動
作可能である親機通信端末との無線ＬＡＮ接続に必要な接続情報を前記子機通信端末に送
信する通信ステップを含み、前記接続情報は、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして前記
子機通信端末と無線ＬＡＮ接続して前記子機通信端末と当該無線基地局との間の通信を中
継するアクセスポイント動作手段と、前記子機通信端末と当該無線基地局との間の通信の
中継において、前記子機通信端末の通信相手を所定の通信相手に制限する通信先制限手段
とを含む前記親機通信端末との無線ＬＡＮ接続に必要な情報を含むことを特徴とする通信
方法。
【００６２】
　（付記１０）
無線ＬＡＮのアクセスポイントとして子機通信端末と無線ＬＡＮ接続して、通信ネットワ
ークに接続された無線基地局と前記子機通信端末と前記無線基地局との間の通信を中継す
るアクセスポイント動作ステップと、前記無線基地局と前記子機通信端末との間の通信の
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ップとを含むことを特徴とする通信中継方法。
【００６３】
　（付記１１）
コンピュータに、通信ネットワークに接続された当該無線基地局と通信可能であり、かつ
、無線ＬＡＮのアクセスポイントに無線ＬＡＮ接続可能である子機通信端末から通信の開
始を要求された場合に、当該無線基地局と通信可能であり、かつ、無線ＬＡＮのアクセス
ポイントとして動作可能である親機通信端末との無線ＬＡＮ接続に必要な接続情報を前記
子機通信端末に送信する通信処理を実行させ、前記接続情報は、無線ＬＡＮのアクセスポ
イントとして前記子機通信端末と無線ＬＡＮ接続して前記子機通信端末と当該無線基地局
との間の通信を中継するアクセスポイント動作手段と、前記子機通信端末と当該無線基地
局との間の通信の中継において、前記子機通信端末の通信相手を所定の通信相手に制限す
る通信先制限手段とを含む前記親機通信端末との無線ＬＡＮ接続に必要な情報を含むため
の通信プログラム。
【００６４】
　（付記１２）
コンピュータに、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして子機通信端末と無線ＬＡＮ接続し
て、通信ネットワークに接続された無線基地局と前記子機通信端末と前記無線基地局との
間の通信を中継するアクセスポイント動作処理と、前記無線基地局と前記子機通信端末と
の間の通信の中継において、前記子機通信端末の通信相手を所定の通信相手に制限する通
信先制限処理とを実行させるための通信中継プログラム。
【符号の説明】
【００６５】
　１　　通信システム
　１０、１１０　　無線基地局
　１１　　通信手段
　２０　　親機通信端末
　２２　　アクセスポイント動作手段
　２５　　通信先制限手段
　３０　　子機通信端末
　３２　　無線ＬＡＮ通信手段
　４０　　通信ネットワーク
　１００　　携帯通信システム
　１１１　　通信部
　１１２　　制御部
　１２０　　親機携帯通信端末
　１２１、１３１　　主通信部
　１２２　　ＡＰ機能部
　１２３、１３３　　操作部
　１２４、１３４　　表示部
　１２５、１３５　　制御部
　１３２　　無線ＬＡＮ通信部
　１５０　　インターネット
　１６０　　ウェブサーバ
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